
 
 

 

総務課  

 

      区長報告第８号 

        庁有車の交通事故に係る和解について 

 

１ 事故の概要 

（１）日   時  令和６年２月９日（金） 午前１０時頃 

（２）場   所  港区東麻布三丁目９番（新一の橋交差点内） 

（３）相 手 方  三和交通株式会社 

（４）事故の内容   

   麻布地区総合支所まちづくり課の職員が、一ノ橋際公衆便所の液体せっけんの

補充のため、庁有車で新一の橋交差点を鳥居坂・六本木方面から古川橋方面に右

折していたところ、都道高輪麻布線を飯倉片町方面から古川橋方面へ走行してき

た相手方事業用普通自動車（タクシー）と衝突しました。 

（５）損 害 内 容 

   区については、車両の左フロントバンパーが損傷しました。運転していた職員

及び同乗していた職員にけがはありませんでした。 

   相手方については、車両の右リアバンパーが損傷しました。運転手にけがはあ

りませんでした。運転手以外に同乗者はいませんでした。 

（６）損 害 額 

   区  ：２５５，７５０円 

   相手方：１２３，２５２円 

（７）責任の割合  区：９０％  相手方：１０％ 

 

２ 専決処分日（和解した日） 

  令和６年５月２７日（月） 

 

３ 相手方に対する損害賠償額 

  １１万９２７円 

 

４ 区に対する損害賠償額 

  ２万５，５７５円 

令和６年７月２２日 資料№２ 
総 務 常 任 委 員 会 
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事故発生場所 

位置図 

国土地理院の電子地形図（タイル）に事故現場等を追記して掲載 
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交差点で右折した庁有

車が背後から直進して

きた相手方車両と衝突

した。 

飯倉片町方面 

古川橋方面 

新一の橋交差点 

 

一ノ橋際公衆便所 

拡大図 
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 事故発生直前のドライブレコーダーの映像の切抜き 

 

 

 

 

 

 損傷した相手方車両             損傷した庁有車 

  

 

事故発生場所

車両右後方部を損傷 車両左前方部を損傷 
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